
資料７

「新しい旅のスタイル」の再開について

R3.10.13

１ 趣 旨

・ 緊急事態宣言が解除されて全道域の警戒ステージが２となったが、国の基本的対処

方針に基づく段階的な緩和の観点等を踏まえ、今後の旅行割引事業の展開にあたって

は、感染状況等に留意しながら慎重に、段階的に実施する

・ 感染対策を徹底した圏域内旅行が対象の「新しい旅のスタイル」から開始し、感染

状況等に留意しながら、圏域設定の解除など条件の緩和を検討・実施の上、「どうみ

ん割（地域観光事業支援）」の実施へと段階的につなげていくことを検討

２ 実施内容

時期 実施内容

４～５月 ・利用者は、黙食・黙浴の遵守、感染対策の同意書の提出等が必要

・事業者は、黙食・黙浴ポスターの掲示義務化、部屋食・同居者テーブル

の利用、誓約書の提出、抜き打ち検査への協力等が必要

再開時 ・アンケート項目（無記名）に、ワクチン接種者や検査陰性者に対する行

【追加事項】 動制限の緩和についてのご意見などを追加

３ 実施期間

(1) 予約・販売期間

１０月１４日（木）正午 から １１月１４日（日） まで

(2) 割引の対象となる期間

１０月１５日（金）チェックイン分 から

１１月１５日（月）チェックアウト分 まで

４ 対象圏域

全道６つのすべての圏域

※ 外出自粛要請等が発出された場合は、当該圏域の事業を速やかに停止

※ 感染状況等に留意しながら、圏域設定の解除など条件の緩和を検討


